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ニセコ町宿泊税条例の一部を改正する条例（案） 

 

ニセコ町宿泊税条例（令和６年ニセコ町条例第１号）の一部を次のように改正する。 

 

第１条中「費用」の次に「及び第１０条の２第１項に規定する納入に要する費用」を加

える。 

第４条第２号中「前号」を「前３号」に改め、同号を同条第４号とし、同条第１号の次

に次の２号を加える。 

（２）　次に掲げる施設が主催する行事（当該施設全体又は３月３１日における年齢で

区分した集団ごとで実施されるものに限る。）に参加している満３歳以上の幼児 

ア　就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律（平成

１８年法律第７７号）第２条第７項に規定する幼保連携型認定こども園 

イ　児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第６条の３第９項に規定する家庭的保

育事業、同条第１０項に規定する小規模保育事業、同条第１１項に規定する居宅訪

問型保育事業及び同条第１２項に規定する事業所内保育事業を行う施設、同法第３

９条第１項に規定する保育所、同法第５９条の２の規定による届出をした認可外保

育施設 

（３）　前２号に規定する修学旅行その他学校行事又は行事の引率者 

第５条中「宿泊者１人１泊につき、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定

める額とする。」を「１００分の３とする。」に改め、同条各号を削り、同条を第５条の

２とし、同条の次に次の１条を加える。 

（税額控除） 

第５条の３　宿泊税の納税義務者の前２条の規定を適用した場合における宿泊税の額から、

次の各号に掲げる宿泊者１人１泊についての宿泊料金の区分に応じ、当該各号に定める

金額を控除するものとする。 

（１）　２万円未満のもの　１００円 

（２）　２万円以上５万円未満のもの　２００円 

（３）　５万円以上のもの　５００円 

第４条の次に次の１条を加える。 

（課税標準） 

第５条　宿泊税の課税標準は、次の各号に掲げる宿泊料金の計算方法の区分に応じ、当該

各号に定める宿泊料金とし、１００円未満の端数は切り捨てるものとする。 

（１）　１人当たりごとに宿泊料金を計算する場合　１人の宿泊料金 

（２）　１部屋当たりごとに宿泊料金を計算する場合　１部屋の宿泊料金 

（３）　１棟当たりごとに宿泊料金を計算する場合　１棟の宿泊料金 

第１０条の次に次の１条を加える。 

（特別徴収義務者のための納入） 

第１０条の２　町は、第５条の３の規定により控除されるべき金額で同条の規定による宿

泊税の額の計算上控除することができなかった金額があるときは、当該宿泊税の納税義

務者が北海道宿泊税条例（令和６年北海道条例第８３号）第３条の規定により課される

税の額のうち、その控除することができなかった金額に相当する金額を、法第２０条の

６第１項の規定により当該宿泊税に係る北海道宿泊税条例第７条第１項に規定する特別
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徴収義務者のために納入するものとする。 

２　前項の規定による納入が行われた場合において、町長は、当該納入により同項に規定

する特別徴収義務者に対して生じる債権を放棄する。 

附則第１項ただし書中「附則第４項から第６項まで」を「附則第３項から第５項まで」

に改める。 

附則中第３項を削り、第４項を第３項とし、第５項を第４項とし、第６項を第５項とす

る。 

附則第７項中「（令和６年北海道条例第８３号）」を削り、同項を附則第６項とし、附

則中第８項を第７項とし、第９項を第８項とする。 

 

附　則 

（施行期日） 

１　この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第４条第２号及び第３号の規定

は、令和８年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２　この条例は、この条例の施行の日（以下「施行日」という。）以後における宿泊（施

行日の前日から施行日にかけて行われる宿泊を除く。）に対して課すべき宿泊税につい

て適用し、施行日前までの宿泊に対して課すべき宿泊税については、なお従前の例によ

る。


